
ほごしゃ みなさま
保護者の皆様

あんぜん さいゆうせん

子どもたちの安全を最優先するために
～梶董蘊く藉に籍する笛萩の藩苔幽藉についてのご遍蘇、ごき協うりガのお繭ぃ～

もんぶかがくしょう じどうぎゃくたい かん そうだんたいおうけんすう いぜん ぞうか
文部科学省によれば、児童虐待に関する相談対廊件数は依然として増加

けいこう とく せいめい うば じゅうだい じけん あと た
傾向にあり、特に子どもの生命が奪われるなと重大な事件も後を絶たす
はっせい
発生しています。

じどうぎゃくたい しゃかいぜんたい かいけつ しんこく もんだい
児童虐待は社会全体で解決すべき深刻な問題となっています。

ほうりつ がっこう じどうぎゃくたい そうきはっけん
法律では、学校は、児童虐待の早期発見につとめなければならないこと、

じどうきゃくたい おも じあん はっせい ばあい あんぜん
そして児童虐‘と思 れる 案が発生した場合は子どもの安全のために

しゅひぎむ ゆうせん すみ つうこく ぎむ さだ
「守秘義務」に優先して速やかに「通告する義務」が定められています。

よこはましこども きゃくたい まも じょうれい し しみん ほご
また、「横浜市子供を虐待から守る条例」では、市、市民、保護し著笈び

かんけいきかんとう せきむ ヒ沙 しやかいぜんたい こ ぎゃくたい まも
関係機関等それぞれの責務をホし、社会全体で子どもを虐待から守るよう
さだ
定めています。

ほごしゃ みなさま がっこう じどうあんぜん 邑月
保護者の皆様におかれましては、子どもの安全を寸るため、 学校の児童

溢藷藉籍、藩吾へのご遍蝉、また、森諏著、留綬が蓬擁＇して字どもたちの

姿釜を祝芍る悴＇籠づくりへのご涵労をお脳ぃいたします。

よこはましきょういくいいんかい
令和 2年 横浜市教育委員会

じどうぎゃくたいぼうしほうとう かん ほうりつ
児童虐待防止法等に関する法律

f'いじょう じどうぎゃ<t-いそうきはつけんどりょく
第5条 （児童虐待の早期発見努力i粒）
がっこう じどうふく ししせつびょういん た じどう ふく し ・むじょうかんけい だんたいおよ がっこうきょうしょくいん じどうふくししせつ
学校、児童福祉施設、病院その他の児童の福祉に誠務上関係のある団体及び学校の教職員、児童福祉施設
しよくいん いし ほけんしべん-し たじどうふくし しょくむじょうかんけい もの じどうぎゃくたい はつけん たちば

の職員、医師、保健師、弁護士その他児童福祉に職務上関係のある者は、児童虐待を発見しやすい立場にあ

ることを甘愴し、祝減富籍‘の韮崩麗覧に勢めなければならない

ヤい じょう じどうぎゃくたい かか つうこく も
第6条 （児童虐待に係る通告i務）
じどうぎゃくたい う おも じどう はつけん もの すみ しちょうそん とどうふけん せっち ふく しじむしょ
児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所

も じどうそうだんじょまた じどういいんかい しちょうそん とどうふけんせっち ふく しじむしょも じどうそうだんじょつう-< 
若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告

しなければならない



Dear Parents and Guardians: 

For the Safety and Protection of Children 

If schools suspect abuse, 

they are required to report it to 

（英語版）

the ward office or a child counseling center. 

In Yokohama, it's everyone's responsibility to protect children from 

abuse such as violence, malnourishment, etc. 

If schools suspect that a child is being abused they are required to 

report it to the ward office or child counseling center immediately. It's 

federal law. 

Yokohama Board of Education, 2020 

Japanese Federal Law Child Abuse Prevention Act 

Article 5 (Obligation to Detect Child Abuse Early) 

Article 6 (Obligation to Notify Child Abuse) 



（やさしい日本語版）

おとな かた

大人の方へ

あんぜん まも

子どもの安全を守るために
＼
 ↓
 

ぎゃく たい かのうせい とき

学校は、虐待の可能性がある時は
くやくしょ じどうそうだんしょなど

区役所や児童相談所等に必す伝えます

藷貞甘iでは、みんなで手ともを誓藉（富分ゃ資繭をあげない鱚）から隠ら

す苔ります。

誓奮されているかもしれない字ともを員っけたとき、学校は必す、
やくしょ じどうそうだんしょなど つた くに ほうりつ

役所や児童相談所等に伝えます。これは国の法律です。

れいわ ねん

令和2年 (2020年）

＜ 

すぐに区

よこはましきょういくいいんかい

横浜市教育委員会

国の法律 児童虐待の防止等に関する法律

第5条 （児童虐待の早期発見努力義務）

第6条 （児童虐待係る通告義務）



ほごしゃ みなさま

保護者の皆様

どうし きんせん じゅじゅ

子ども同士による金銭の授受をしないために
かてい りかい

～ご家庭でのご理解、
きょうりょく ねが

ご協力のお願い～

がっこうせいかつ ひび さまざまけいけんとお たが みと

子ともたちは学校生活なと、 日閃のかかわりの中で様閃な経験を通してお互いを認

め創＇＼、巖震していきます。
なか 嗅 ・ ちいき しょうきょうしせつとう す さい

その中で、っもなお、地域や商業施設等で過ごす際に
きんせん じゅじゅ けっかてき おお もんだい はってん じけん ま

金銭の授受でトラブルになり、 結果的に大きな問題に発展したり、事件に巻き込まれ
じあん すく

たりする事案が少なからす見られます。
きんせんじゅじゅ なか よ かんけい おこな ほう よ こうい さいしょ

金銭授受はたとえ仲の良い関係であっても行わない方が良い行為です。 最初は
しょうがく おおきんがくふくあ とかえ

少額と思っていたものが、いつのまにか大きな金額に膨れ上がり、取り返しがつか
さいきん かきん きんせんかんかく

なくなることもあります。最近では、ネットゲーム（課金）などにより、金銭感覚が
まひ じじつはあく きけんせい

麻痺して、事実が把握しにくくなる危険性もあります。
きんせんじゅじゅ おこな はいけい きんせん も かんきょう きんせんかんかく

金銭授受が行われる背景には、金銭を持ち出せる環境や、子ともたちの金銭感覚、
きはん い し き も ん だ い もんだいひそ ばあい じあん みんじ

規範意識の問題やいじめの問題が潜んでいる揚合もあります。事案によっては、民事
けいじじけん はってん

や刑事事件に発展することもあります。
こ きんせんじゅじゅ おこな こうい

このことから、子ともたちの金銭授受については、「行ってはいけない行為」とし
がっこう しどう りかい かてい しどう ねが

て学校では指導いたしますので、ご理解いただき、ご家庭でもご指導をお願いします。
じょうきょう けいさつ じどうそうだんじょ かんけいきかん れんけい こ

また、状況によっては、警察や児童相談所なとの関係機関と連携して子ともたち
けんぜんいくせいさいはつぽうしむ と く りかいきょうりょく

の健全育成や再発防止に向けて取り組んでまいりますので、あわせてご理解こ‘協 力
ねが

をお願いいたします。

れいわ ねん

令和2年
よこはましきょういくいいんかい

横浜市教育委員会

かんれんほうき

関連法規
けいほうだい じよう きうはくざい

刑紐2紐 、条且紐）また ざいさん たい がい くわ 菩 ―くら ひと きょうはく い にね ん いか らょうえきまた

生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える日を告知して人を背迫した者は、二年以下の懲役又は
さんじゅうまんえんいか ばつきん しょ

三十万円以下の罰金に処する。
Itいほっだい じょう きょうようざい

刑徳黙23,J、条 じゅ（槌悪鰐）も ざい さん たい がい くわ むね -くら きょうはく またぼうこう もら ひと ぎむ

生命、身体、自由、名滋若しくは財産に対し害を加える旨を告知して
撃 ょ まf.'Itん・り ーっし ぼうがい もの さんねんい か ちょう"-・ よ

脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務

のないことを打わせ、又は権利の行使を妨害した者は、 三年以下の懲役に処する。
Itいほうだい じょう きょうかつざい

刑法第249条 （ 恐 喝 罪
ひと きょっかつ ざいぶつ 一つ ｝ もの じ・》うねんいか ちょうえき しょ

人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。



ほご しゃ みなさま

保護者の皆様

けんぜん しやかいせい そだ

子どもたちの健全な社会性を育てるために
きぶつそんかい しどう ひようべんさい り かい きょうりょく ねが

～器物損壊にかかる指導と費用弁済へのご理解とご協力のお願い～

ー ねらい
じこせきにん じかく うなが

子どもたちに自己責任の自覚を促し、
しどう いっかん せっきょくてき てきよう

指導の一環として積極的に適用します。

※
 

しやかいきはんいしき いくせい

社会規範意識を育成するために、

じどうせいと こい きぶつそんかい はっせいけんすう

児童生徒の故意による器物損壊の発生件数
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しりつしょう ちゅうがっ．こう

（市立小・中学校）

きょういく

教育

へいせい ねん ど

平成26年度 ，

けん

850件

へいせい ねんど

平成27年度

けん

929件

へいせい ねんど

平成28年度

けん

8 5 1件

ねんど

平成 29年度

けん

035件1' 

へいせい わんど

平成30年度

けん

794件

ないよう

内容
がっこうまど こうきょうぶつ こい

子どもたちが学校の窓ガラスやドアなどの公共物を故意（わざと）、または、
こい ちか じょうきょう は そ ん ばあい こ けんぜん いくせい はか しどう いっかん

故意に近い状況で破損した場合に、その子どもの健全な育成を図る指導の一環と
しゅうぜんひ よう べんさいふたん ほごしゃ ・ねが

修繕費用の弁済負担を保護者にお願いします。して、

m 
うんよう

運用について
がっこう こころ の じこせきにん じかく

〇 学校は、子どもが心のつまずきを乗り越えて、自己責任を自覚し、
しやかいせい • み つ かて い きょうりょく しど う おうな

社会性を身に付けられるよう、ご家庭と協力して指導を行います。
がっこう しどう じょうきょう ぺんさい ほごしや そうヤん

学校は、指導の状況と弁済について保護者に相談しますので、
や<t' じゅうぶん はな あ ねが

に役立っょう充分な話し合いをお願いします。
べんさいがく きほんてき め や す しゅうぜんひ -い ちか

弁済額は、基本的な目安として、故意によるものは修繕費の 100%、故意に近

すこ

健やかな

゜
こさま せいちょう

お子様の成長

゜いものは 50%とします。

N 

゜ かて い がっこう

家庭や学校、
か てい こ

ご家庭でも子

ぉ蘊ぃ
きぶつそんかい ぺんさい こころゆた せいちょう ねが t-ちば おこな

器物損壊の弁済は、子どもたちの心豊かな成長をともに願う立場から行うも
しゅ し りかい うえ きょうりょく ねが

のであり、趣旨をご理解の上、ご協力をお願いします。
こうきょう しん せきにんかん しやかいき は んいしき そだ

〇 子どもたちに公共心や責任感などの社会規範意識を育てるために、
ちいき しやかい きょうりょく あ ひつよう ぜんあく はんだん

地域社会が協力し合 うことが必要です。善悪の判断については、
しんじょう りかい し どう きょうりょく ねが

どもたちの心情を理解しながら指導いただくようご協力をお願いします。

よこはましきょういくいいんかい

横浜市教育委員会
れ いわ ねん

令和2年




